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５
月
か
ら
、
戸
籍
や
住
民
票
の

写
し
な
ど
の
交
付
お
よ
び
各
種
届

出
を
す
る
場
合
の
本
人
確
認
が
、

よ
り
厳
し
く
な
り
ま
し
た
。

　

運
転
免
許
証
な
ど
の
公
的
機
関

が
発
行
し
た
顔
写
真
付
き
の
身
分

証
明
書
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
、

本
人
確
認
の
た
め
２
種
類
の
書
類

の
提
示
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

そ
の
際
、
顔
写
真
付
き
の
住
基

カ
ー
ド
が
あ
れ
ば
、
そ
の
カ
ー
ド

１
枚
で
本
人
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
、
と
て
も
便
利
で
す
。

　

な
お
、
有
効
期
間
は
カ
ー
ド
作

成
日
か
ら　

年
間
で
す
。

１０

▽
受
付
時
間　

午
前
８
時　

分
〜

３０

午
後
５
時　

分
（
土
曜
日
、
日

３０

曜
日
、
祝
日
、
年
末
年
始
は
除

く
）

▽
申
請
窓
口　

市
民
課
市
民
係
ま

た
は
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

▽
手
数
料　

５
０
０
円

▽
申
請
で
き
る
方　

市
の
住
民
基

本
台
帳
に
登
録
さ
れ
て
い
る
方

（
申
請
者
本
人
、
法
定
代
理
人

（
※
）ま
た
は
任
意
代
理
人
〈
委

任
状
が
必
要
〉）

※
未
成
年
者
の
親
権
者
・
後
見
人

申
請
・
交
付
方
法

《交付の手順》 

①
申
請
書
記
入 

②
申
請
書
提
出 

⑤
暗
証
番
号
入
力 

⑥
住
基
カ
ー
ド
受
取 

③
顔
写
真
撮
影 

　（
希
望
者
の
み
） 

④
住
基
カ
ー
ド
作
成 

　（
申
請
内
容
登
録
） 

　
し
ば
ら
く
お
待
ち
い 

　
た
だ
き
ま
す 

　

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド（
住
基
カ
ー
ド
）と
は
、
高
度
な
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
ー
機
能
を
備
え
た
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
で
す
。
こ
の
カ
ー
ド
が
あ
れ
ば
、

自
分
の
住
民
票
の
写
し
が
全
国
ど
こ
の
市
区
町
村
で
も
取
得
で
き
る

ほ
か
、
転
入
・
転
出
の
手
続
き
の
簡
素
化
も
図
れ
ま
す
。
ま
た
、
顔

写
真
付
き
の
住
基
カ
ー
ド
は
、
運
転
免
許
証
な
ど
と
同
様
に
公
的
な

身
分
証
明
書
と
し
て
利
用
で
き
ま
す
。

　

ぜ
ひ
、
住
基
カ
ー
ド
を
取
得
し
て
く
だ
さ
い
。

《
問
合
せ
》
市
民
課
市
民
係
�　

－

９
０
１
５
ま
た
は
各
総
合
支
所

２１

市
民
生
活
課

▲市民課市民係の窓口

公
的
身
分
証
明
書
と
し
て 

「
住
基
カ
ー
ド
」
を
取
得
し
ま
せ
ん
か 
「
住
基
カ
ー
ド
」
を
取
得
し
ま
せ
ん
か 
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な
ど

▽
申
請（
交
付
）時
に
必
要
な
も
の

・
印
鑑

・
６
カ
月
以
内
に
撮
影
し
た
パ
ス

ポ
ー
ト
規
格
の
写
真
（
顔
写
真

付
き
の
住
基
カ
ー
ド
希
望
者
）

※
申
請
窓
口
で
無
料
撮
影
も
し
て

い
ま
す
。

▽
交
付
で
き
る
方　

申
請
者
本
人

お
よ
び
法
定
代
理
人
（
任
意
代

理
人
に
は
交
付
で
き
ま
せ
ん
）

▽
交
付
方
法

【
本
庁
で
申
請
し
た
場
合
】

・
即
日
交
付
で
き
る
場
合

　
　

申
請
者
本
人
が
来
庁
し
、
印

鑑
お
よ
び
運
転
免
許
証
な
ど
の

顔
写
真
付
き
の
公
的
機
関
の
発

行
し
た
身
分
証
明
書
を
提
示
し
、

本
人
確
認
が
で
き
た
場
合
に
即

日
交
付
し
ま
す
。

・
即
日
交
付
で
き
な
い
場
合

　
　

本
人
確
認
が
で
き
な
い
場
合

は
即
日
交
付
で
き
ま
せ
ん
。
後

日
、
自
宅
に
「
住
基
カ
ー
ド
交

付
通
知
書
兼
照
会
書
」
を
送
付

し
ま
す
の
で
、
印
鑑
と
運
転
免

許
証
や
健
康
保
険
証
な
ど
公
的

機
関
の
発
行
し
た
本
人
確
認
で

き
る
も
の
を
持
参
の
上
、
本
人

ま
た
は
法
廷
代
理
人
が
申
請
窓

口
へ
受
け
取
り
に
お
越
し
く
だ

さ
い
。

【
各
総
合
支
所
で申

請
し
た
場
合
】

　

本
人
確
認
で
き
た
場
合
で
も
本

庁
で
住
基
カ
ー
ド
を
作
成
す
る
た

め
、
早
く
て
も
申
請
か
ら
４
〜
５

日
後
と
な
り
ま
す
。
お
急
ぎ
の
場

合
は
、
本
庁
市
民
課
市
民
係
へ
お

越
し
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
本
人
確
認
で
き
な
い
場

合
は
、
上
記
（
即
日
交
付
で
き
な

い
場
合
）
の
取
扱
い
と
な
り
ま
す
。

■
公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
と
は

　

行
政
手
続
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
の

進
展
に
伴
い
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

を
利
用
し
て
、
電
子
申
請
・
届
出

等
を
行
う
機
会
が
ま
す
ま
す
増
え

ま
す
。
こ
う
し
た
手
続
き
は
便
利

な
反
面
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利

用
し
て
行
う
た
め
、
他
人
に
よ
る

成
り
済
ま
し
申
請
が
行
わ
れ
た
り
、

送
信
す
る
電
子
デ
ー
タ
が
途
中
で

改
ざ
ん
さ
れ
る
な
ど
の
危
険
性
が

あ
り
ま
す
。

　

公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
と
は
、

こ
の
よ
う
な
課
題
に
対
応
す
る
た

め
に
、
利
用
者
が
使
用
す
る
電
子

証
明
書
を
交
付
し
、
他
人
に
よ
る

成
り
済
ま
し
申
請
や
通
信
途
中
で

の
改
ざ
ん
な
ど
を
防
ぐ
た
め
の
機

能
を
、
希
望
者
に
提
供
す
る
サ
ー

ビ
ス
で
す
。

■
電
子
証
明
書
の
発
行
窓
口

　

市
民
課
市
民
係
お
よ
び
各
総
合

　

支
所
市
民
生
活
課

■
発
行
に
必
要
な
も
の

・
住
基
カ
ー
ド

・
本
人
確
認
の
で
き
る
公
的
機
関

　

の
発
行
し
た
顔
写
真
付
き
の
身

　

分
証
明
書
（
顔
写
真
付
き
の
住

　

基
カ
ー
ド
、
運
転
免
許
証
等
）

■
手
数
料

　

５
０
０
円
（
住
基
カ
ー
ド
の
手

　

数
料
と
は
別
で
す
）

■
電
子
証
明
書
の
有
効
期
限

　

交
付
の
日
か
ら
３
年

※
た
だ
し
、
電
子
証
明
書
は
住
基

カ
ー
ド
の
中
に
格
納
し
ま
す
の

で
、
電
子
証
明
書
の
有
効
期
限

内
で
あ
っ
て

も
、
住
民
基

本
台
帳
カ
ー

ド
の
期
限
切

れ
や
、
自
身

の
転
居
等
に

伴
い
失
効
し

ま
す
。

《
問
合
せ
》
市
民
課
市
民
係

　

�　
－

９
０
１
５
ま
た
は
各
総

２１
合
支
所
市
民
生
活
課

「
電
子
証
明
書
（
公
的
個
人
認
証 

サ
ー
ビ
ス
）
」
を
　
　
　 

ご
存
じ
で
す
か 

ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用
す
る
の
に
必
要
で
す
！ 

イ
ー
タ
ッ
ク
ス

 

e-Tax（国税電子申告・納税システム） 
ホームページアドレス　http://www.e-tax.nta.go.jp

　ｅ－Ｔａｘ（国税電子申告・納税システム）を利用して、平成２０年分の所得税の確定申告を行
う場合、所得税額から最大で５，０００円控除されます（平成１９年分の申告をｅ－Ｔａｘで行った
方は除きます）。
　平成１９年度の申告時期には、電子証明書の申請が急増しました。平成２０年度も同様の事態
が予想されます。ｅ－Ｔａｘによる申告を予定の方は、早めの手続きをお願いします。

お　願　い

セキュリティーの強化などで個人情報を保護します

　公的身分証明書として利用できる写真付き「住基カード」

の表面には、氏名・住所・生年月日・性別など、証明書と

して必要最低限の情報だけが記載されています。

　また、偽造が困難で安全性の高いＩＣカードを採用。Ｉ

Ｃチップの中の情報は暗号化し、アクセス権を規制するな

ど、情報を大切に保護します。


